
ゴルフ場利用約款 

 

一般社団法人 静岡県ゴルフ場協会会員 

東 富 士 グ リ ー ン 株 式 会 社 

東 富 士 カ ン ト リ ー ク ラ ブ 

静岡県駿東郡小山町大御神 604-3 

 

当社が経営する東富士カントリークラブ（会員・非会員を問わない）の、施設利用約款の内

容は、一般社団法人静岡県ゴルフ場協会の申し合わせにより、本約款の定めに従って頂くこ

とと致します。ただし、会員の方は、会則等に本約款が抵触する時は、会則が優先して適用

されます。 

 

記 

 

第 1 条＜約款の適用範囲＞ 

当クラブを利用される方（以下「利用者」という。）は、当クラブの諸規則ならびに本約款

に従ってご利用いただきます。 

 

第 2 条＜利用契約の成立＞ 

当クラブの利用者は、当日クラブのフロントに於いて、所定の用紙に署名、またはチェック

インシステムより所定の手続をしてください。これにより、当クラブは、署名者及び登録者

の施設利用をお引き受けすることといたします。 

 

第 3 条＜利用の申込み及び違約金＞ 

プレーの申し込みは、当クラブで取り決めた予約開始日からプレー当日までの間に、予約者

はインターネット経由で申し込んでいただくか、直接当クラブへ申し込んでください。予約

金のお支払いや違約金を求める場合があります。 

 

第 4 条＜施設利用及び利用継続の拒絶＞ 

当クラブは、次の場合には、施設の利用をお断りすることがあります。 

1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。 

2. 天災地変、施設の故障・修理、その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズする

とき。 

3. 利用者が暴力団など反社会的団体の構成員あるいは関係者と認められたとき。 

4. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。 

5. 刺青（ファッションタトゥを含む）がある等の事由により当クラブを利用させることが



好ましくないとき。 

6. 利用者が集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。 

7. 偽名または他人名義で申し込みをしたとき。 

8. ルール、マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。 

9. マナーに反した服装で来場されたとき。プレーをされる場合、ゴルフウェアを着用して

いないとき。 

10.利用者の技術が著しく未熟であり、他のプレーヤーに迷惑をかけるとき。 

11.その他本約款に違反した場合、ならびに当クラブの施設を利用することが好ましくない

事由があるとき。 

利用継続の拒絶を受けた方はプレーの途中であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当

クラブから退去して頂きます。この場合でも利用料金は全額お支払いいただきます。 

 

第 5 条＜当クラブへの入場、利用継続の拒絶＞ 

当クラブは、利用者が第 4 条第 3 項ないし第 11 項に該当することが判明したとき、ならび

に本約款に違背したときは利用の継続をお断りすることがあります。 

 

第 6 条＜休業日及び開場時間＞ 

当クラブの各施設の休業日と開場時間は、当クラブの定めるところによります。但し、臨時

に変更することがあります。 

 

第 7 条＜貴重品等の保管管理＞ 

来場者の金銭、その他貴重品の取り扱いについては、次の通りとします。 

1. 金銭その他貴重品などは必ず貴重品ロッカーまたはフロントにお預けください。それ以

外の保管方法による遺失や、保管物に関して内容の申告及び当クラブの確認がない場合に

は、紛失、盗難、破損、その他いかなる損害に対しても当クラブは責任を負いません。 

2. ゴルフ場内で生じた来場者の所持品の破損、貴重品ロッカー、その他ゴルフ場内での金

銭、その他貴重品などの紛失、盗難、破損、その他いかなる損害に対しても、その責任は負

いません。 

また、多額の現金や高額の物品をゴルフ場には持ち込まないでください。 

 

第 8 条＜携帯品・自動車等＞ 

携帯品やゴルフ場敷地内に駐車中の自動車ならびに車中の物品についての盗難、損傷など

については、当クラブは一切の責任を負いません。 

 

第 9 条＜宅配便の取扱い＞ 

宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズ等のお取次ぎはいたしますが、お取次ぎ中の



これらの物品の紛失、盗難、破損、その他いかなる損害に対しても当クラブでは一切の責任

を負いません。 

 

第 10 条＜ロッカーの収納品＞ 

ロッカーの利用については、使用した際完全にロックされていることを確認し、利用者の責

任においてご使用ください。また、ロッカー内の収納品の紛失や盗難等の事故があっても当

クラブは一切の責任を負いません。 

 

第 11 条＜プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守＞ 

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、

ゴルフ場スタッフのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。 

 

第 12 条＜ティーイングエリアにおける素振り＞ 

素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外では行わないでください。ま

た、打順以外のプレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。 

 

第 13 条＜ゴルフ場スタッフ・GPS ナビの合図と飛距離の確認＞ 

キャディやフォアキャディ、マーシャルやスターター、コースガイドやコースサイン、GPS

ナビの合図や案内は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときのものです。プ

レーヤーは合図や案内があっても自己の飛距離を判断してショットし、打球事故を防いで

ください。尚、打球事故は当事者間で解決していただき、当クラブは一切の責任を負いませ

ん。 

 

第 14 条＜打者の前方に出ないこと＞ 

同伴プレーヤーは、打者の前方へは絶対に出ないでください。プレーヤー同士の打球事故に

ついてはプレーヤー同士で解決していただくこととし、当クラブは一切の責任を負いませ

ん。 

 

第 15 条＜隣接ホールへ打ち込んだ場合＞ 

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、方向性を適切に

判断し、慎重に打球してください。また、隣接ホールへ打ち込んだ場合は、そのホールのプ

レーヤーに合図をし、打ち込んだホールのプレーを優先させ、自己の同伴プレーヤーにも十

分注意してプレーしてください。 

 

第 16 条＜練習場の利用＞ 

ドライビングレンジやアプローチエリアを利用する際は、マスター室にて事前にお申し込



みください。練習場内では自己の飛距離、方向性を適切に判断し、慎重に打球してください。

尚、打球事故は当事者間で解決していただき、当クラブは一切の責任を負いません。 

 

第 17 条＜避難＞ 

後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤーが打ち終わるまで

安全な場所に避難してください。避難所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで

必ず避難所内に退避してください。 

 

第 18 条＜ホール・アウト後の退去＞ 

ホール・アウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、

次のホールへ進んでください。 

 

第 19 条＜雷鳴、地震があったとき＞ 

雷警報または雷鳴が近づき危険を感じた場合は、当クラブもしくは当クラブ従業員の指示

の有無にかかわらず直ちにプレーを中止し、防雷避難所等安全と思われる場所に退避して

ください。また、地震があったときも同様に直ちにプレーを中止して、斜面の崩壊や橋梁そ

の他施設の損壊に注意してください。 

 

第 20 条＜乗用カートの使用＞ 

乗用カートに乗られるプレーヤーは、カートに掲示されている注意事項をはじめ以下の項

目を確認の上、走行中ならびに乗降時の安全に充分注意してください。乗用カートを操作す

る場合は、備え付けの取扱い説明書ならびにゴルフコース内の案内表示に従い、安全運転に

務め、同乗者の安全に充分注意してください。飲酒運転は禁止します。故意または過失によ

りカート事故を誘発した場合、事故により生じた損害を賠償していただきます。 

1. カート走行中 

① 必ずシートに座り、カートの把手部分に掴まってください。 

② カートから身体、衣服、用具等がはみ出さないよう留意してください。 

③ 走行中乗車また下車しないでください。 

2. キャディ付の場合 

① カートの操作はキャディがいたしますので、絶対に操作しないでください。 

② カートの運転装置＜電源・キー等＞に手を触れないでください。 

3. セルフプレーの場合 

① カートを運転する場合は、自動車の運転免許所持者に限定してください。 

② 利用者は、リモコン、発進／停止ボタン以外の装置には、絶対に触れないでください。 

③ 運転者は、カートの前後を確認し、必ず他の利用者が着席したことを確認の上発車して

ください。 



④ カートは、打球が当るおそれがある位置には止めないでください。打球により生じた損

害は賠償していただきます。 

⑤ カートの運転操作ミスによる事故について、当クラブは一切の責任を負いません。 

 

第 21 条＜乗用カート事故の責任> 

1. 運転者（キャディが運転者の場合を除く。以下本条において同じ）が、乗用カートの運

転に関し、故意または過失により人身に危害をおよぼし、あるいは施設（カート、その他の

施設内の物品を含む）に損害をおよぼす事故（以下「カート事故」という。）を起こした場

合には、当該事故により生じた損害を被害者または当クラブの一方、あるいは双方に対して

賠償していただきます。 

2. 同乗者の故意または過失により、乗用カート事故が発生した場合、またはカート事故を

誘発した場合には、当該事故の態様に応じて当該同乗者にも運転者と連携して、あるいは単

独にて当該事故により生じた損害を、被害者または当クラブの一方あるいは双方に対して

賠償していただきます。 

3. 同乗者が乗用カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する

行為があった場合には、当該事故の態様に応じて、運転者に対する損害賠償請求の全部また

は一部が、過失相殺により免責されることがあります。 

4. 乗用カート事故による人的・物的損害について、当クラブは一切の責任を負いません。 

 

第 22 条＜火気使用の禁止＞ 

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外では厳禁します。マッチの燃え殻、

タバコの吸い殻は必ずよく消して備え付けの吸殻入れにお入れください。 

 

第 23 条＜違背の場合の責任＞ 

利用者が本約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、または、自分が違反

して損害等の被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠償などの責任は負いません。 

 

第 24 条＜プレー終了後のクラブ等の確認＞ 

利用者はプレーを終了した場合は、各自クラブを点検し相違ないか慎重に確認してくださ

い。確認後のクラブ等の不足、瑕疵については、当クラブは一切の責任を負いませんので、

ゴルフコース退場の際にご確認願います。 

 

第 25 条＜施設に損害を与えた場合の責任＞ 

利用者の故意または過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償し

ていただきます。 

 



第 26 条＜施設への持ち込み品＞ 

施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。 

1. 著しく悪臭を放つもの 

2. 銃砲刀剣類等の危険物 

3. 火薬、揮発油等発火、爆発の恐れがあるもの 

4. 騒音を発するもの 

5. 動物、鳥類等のペット及び家畜類（但し、当クラブが許可した場合はその限りではあり

ません） 

6. その他、他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える物品 

 

第 27 条＜行為の禁止＞ 

施設内で下記の行為は禁止いたします。 

1. 賭博、暴力その他風紀を乱す行為 

2. 物品販売、広告宣伝等の行為（特に許可する場合を除く） 

3. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為 

4. 刺青（ファッションタトゥーを含む）の方のご入浴 

5. 酒類、飲食物のクラブハウスへの持ち込みによる利用 

6. コース内において練習ストロークをすること 

7. 利用者以外のコース内立ち入り（特に許可する場合を除く）。尚、許可した場合であって

も、利用者以外（含むギャラリー）が傷害などの被害を受けた場合、当クラブは一切損害賠

償などの責任を負いません。 

8. 相応しくない服装及び履物での来場 

9. カメラ・ビデオ等による撮影、録音等の行為（特に許可する場合を除く） 

 

第 28 条＜忘れ物＞ 

当クラブ内での忘れ物は発見の日から 3 ヶ月間お預かりします。本人であることを証明し

て期間内にお引き取りください。但し、下着類、その他腐りやすいものはこの限りではあり

ません。 

 

第 29 条＜個人情報＞ 

当クラブでは、館内表示システムや遺失物の連絡、ダイレクトメールの発送やインターネッ

ト情報の送信など、運営業務に個人情報を使用する場合があります。 

 

第 30 条＜信義則＞ 

本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決さ

れるものとします。 



 

以上 

 

本約款は、１９８９年 ４ 月 １ 日から施行する。 

本約款は、２０００年 ４ 月 １ 日改定。 

本約款は、２０１８年 １ 月 １ 日改定 

本約款は、２０２１年 ９ 月３０日改定 


